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業務改善アクションプランの実施状況について

運輸安全委員会

平成２５年１１月



１ 適確な事故調査の実施

平成２０年以降の事故等調査取扱件数

平成
航空 鉄道 船舶

事故 イ シデ
成

年 事故
重大

ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ
事故

重大
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ

事故 インシデント

東京 地方 東京 地方

２０ ３７ １７ ３３ ８ ８ ５１１ ０ １３３

２１ ３８ ２１ ２３ ７ ２２ １，８９１ ０ ３６９

２２ ３４ ２６ １８ １０ ４９ １，９４１ １ ２３０

２３ ３３ ２１ ２４ ８ ６７ １，７５０ １ ２４０

２４ ３９ ２３ ３６ ７ ７４ １，６９３ ０ ２６７

２５ ３２ ２１ ３５ ８ ５７ １ ４５３ ２ ２３１２５ ３２ ２１ ３５ ８ ５７ １，４５３ ２ ２３１

※平成２０年における航空及び鉄道の事故等調査取扱件数は、航空・鉄道事故調査委員会の取
扱件数（平成２０年１月～９月分）を含む。

※平成２０年における船舶事故等調査取扱件数は 海難審判庁より引き継いだ件数を含む※平成２０年における船舶事故等調査取扱件数は、海難審判庁より引き継いだ件数を含む。
※平成２５年における事故等調査取扱件数は、平成２５年１月～９月分。
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１ 適確な事故調査の実施

事故調査の体制

運輸安全委員会
委 員 長（１）専門分野：航空工学･機械工学

常勤委員（７）専門分野：法制、航空機運航･整備、航空機操縦、鉄道工学･安全工学、電気工学、

船舶操船、船舶工学･造船工学

非常勤委員（５）専門分野：人間工学（２）、航空機操縦、鉄道運転、構造工学

事 務 局 長

審 議 官

航空事故調査官 （２２）

※( )内は、平成２４年度末の定員

航空事故調査官

鉄道事故調査官

船舶事故調査官

（２２）

（１５）

（２４）船舶事故調査官

地方事故調査官
函館（４）、仙台（４）、横浜（８）、神戸（７）、広島（８）、
門司（８）、長崎（３）、那覇（２）に配置

調査の実施に関する企画 立案 関係行政機関等

（２４）

・・・・・・・・
（４４）

参 事 官
調査の実施に関する企画・立案、関係行政機関等
との連絡調整、職員の研修、事故等調査の統計・
分析、国際協力、被害者対応など

事務局の総合調整

・・・・・・・・

2

事務局の総合調整
人事・福利厚生、文書管理、広報、会計、基本的政
策の企画・立案など

総 務 課 ・・・・・・・・



１ 適確な事故調査の実施

適時適切な事故調査体制の強化

事故等調査名 発生日 調査体制の強化事項

１ 航空

全日空所属ボーイング式
767-300型機事故

（着陸損傷）

平成２４年
６月２０日

○専門委員任命 （飛行性能解析、機体の構造・強度）
○調査委託 （構造及び運動の解析）

２ 鉄道

事故等調査名 発生日 調査体制の強化事項

ＪＲ東日本東北新幹線
列車脱線事故

平成２３年
３月１１日

○専門委員任命 （地震時の車両運動に関する解析）
○調査委託 （地震時の車両運動に関するシミュレーション解析）

３ 船舶

事故等調査名 発生日 調査体制の強化事項

旅客船第十一天竜丸
転覆事故

平成２３年
８月１７日

○委員の現地派遣
○調査官増員
○調査委託 （同型船による船体形状計測・復原性及び運動性能の
解析 川の流れにおける船の運動 本事故発生場所付近の河床高度
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解析、川の流れにおける船の運動、本事故発生場所付近の河床高度
分 布及び表面の流速分布）



１ 適確な事故調査の実施

３モードの事故等発生場所分布図（平成24年）

ヘリコプターから
冬山への事故現場入り（航空）

船橋におけるレーダー画面確認（船舶）

…航空事故等 28件
…鉄道事故等 25件
…船舶事故等 28件
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船舶事故等 28件

※船舶事故等は東京の運輸安全委員会の調査対象に限る。
※運輸安全委員会ホームページの情報を基に作成。

発生場所は概位。 事故車両の調査（鉄道）



２ 適時適切な情報発信

これまでの提言実績について

提言 年 航空 鉄道 船舶 提言 年 航空 鉄道 船舶

年別提言実績数

提言 年 航空 鉄道 船舶

勧告（国交大臣）

Ｈ２１～２３ 0 0 0

Ｈ２４ 1 0 0

Ｈ２５ 0 0 2

提言 年 航空 鉄道 船舶

意見（国交大臣）

Ｈ２１ 1 1 0

Ｈ２２ 0 0 1

Ｈ２３ 1 0 2

Ｈ２４ 1 0 4

勧告（原因関係者）

Ｈ２１ 0 0 0

Ｈ２２ 0 0 0

Ｈ２３ 0 1 2

Ｈ２４ 0 1 6

Ｈ２４ 1 0 4

Ｈ２５ 0 0 1

意見（関係行政機関）

Ｈ２１ 0 0 1

Ｈ２２ 0 0 0

Ｈ２３ 0 0 3Ｈ２４ 0 1 6

Ｈ２５ 2 3 2

安全勧告

Ｈ２１ 3 － 0

Ｈ２２ 1 － 0

Ｈ２３ 0 － 9

意見（関係行政機関） Ｈ２３ 0 0 3

Ｈ２４ 0 0 0

Ｈ２５ 0 0 1

意見（調査途中段階）

Ｈ２１～２３ 0 0 0

Ｈ２４ 0 0 2安全勧告 Ｈ２３ 0 － 9

Ｈ２４ 1 － 2

Ｈ２５ 3 － 0

意見（調査途中段階） Ｈ２４ 0 0 2

Ｈ２５ 0 0 2

所見

Ｈ２１ 3 0 5

Ｈ２２ 2 5 18

Ｈ２３ 2 2 46
※平成２５年における実績数は、平成２５年１月～１０月分。

所見 Ｈ２３ 2 2 46

Ｈ２４ 2 2 33

Ｈ２５ 0 0 0

※平成２５年における実績数は、平成２５年１月～１０月分。
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２ 適時適切な情報発信

積極的な提言の発出及びフォローアップ

件名 四国航空株式会社所属ユーロコプター式AS350B3型機の事故［荷物室からの出火］（H23.9.22発生）

概要 四国航空株式会社所属ユーロコプター式ＡＳ３５０Ｂ３型ＪＡ６５２２は、平成２３年９月２２日（木）、概要 四国航空株式会社所属ユ ロコプタ 式ＡＳ３５０Ｂ３型ＪＡ６５２２は、平成２３年９月２２日（木）、
送電線監視飛行のため、０９時２３分ごろ高松空港を離陸し、送電線監視飛行を実施中、機内に焦
げくさい臭い及び白煙が発生し、１０時１０分ごろ香川県東かがわ市引田所在の野球場に不時着し
た。同機には、機長のほか、同乗者２名が搭乗していたが、死傷者はいなかった。同機は、不時着
後炎上し大破した。後炎 し大破した。

四国航空株式会社に対する勧告（H25.6.28） 同社により講じられた施策（H25.9.19報告） 運輸安全委員会における公表
（H25 9 25）

提 言 フォローアップ

○四国航空株式会社は、ユーロコプター式
ＡＳ３５０Ｂ３型機の後方荷物室に荷物を
積載する場合、積載物の移動による不測
の事態を防止するため、飛行規程にある
とおりにネットによる積載物の移動防止措

○飛行規程にあるとおりの移動防止措置を
講じること、及び飛行前に操縦士が後方
荷物室のドアを開いてネットの固定状況を
点検することについて、航空本部所属
の関係者に改めて周知徹底した

委員長定例記者会見におい
て公表

（H25.9.25）

とおりにネットによる積載物の移動防止措
置を講じること。

○同社は、爆発物等に該当する物件を輸
送する場合は、告示の内容をよく確認の
上、その基準に従って輸送を行うこと。

○同社は 航空機を運航する場合 非常操

の関係者に改めて周知徹底した。
○爆発物等に該当する物件を輸送する場

合は、告示の基準についてその遵守状況
を再確認し、基準に従った所要の措置を
講じた上で輸送するよう、航空本部所属
の関係者に改めて周知徹底した○同社は、航空機を運航する場合、非常操

作のうち、直ちに対処しなければならない
事項については、操縦士が記憶しておく
等により、非常事態において適切な操作
を迅速確実に実施できる体制を構築する

の関係者に改めて周知徹底した。
○定期検査において、非常事態における適

切な操作の迅速確実な実施を審査項目と
して確認する、という同社独自の措置を実
施することについて、全操縦士に指導徹
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こと。 底し、指名技能審査員にこの措置を実施
するよう指示した。 等

※欧州安全航空局（EASA）に対しても安全
勧告を発出



２ 適時適切な情報発信

積極的な提言の発出及びフォローアップ

件名 長崎電気軌道株式会社大浦支線鉄道重大インシデント[保安方式違反]（H22.10.21発生）

概要 長崎電気軌道株式会社の第１５０５号車は、単線区間の大浦海岸通り停留場から石橋停留場間において当該単線区間から第５０３号車
が進出したのを確認後 大浦海岸通り停留場を出発した 松ヶ枝橋交差点の石橋行き停止線で停車したところ 第１２０３号車が松ヶ枝橋が進出したのを確認後、大浦海岸通り停留場を出発した。松ヶ枝橋交差点の石橋行き停止線で停車したところ、第１２０３号車が松ヶ枝橋
交差点の第１停止線に停車するのを認めた。このとき、第１５０５号車と第１２０３号車の間隔は約４６ｍであった。

長崎電気軌道株式会社に対する勧告
（H23 9 30）

同社により講じられた施策（H24.12.26最終報告）

運輸安全委員会における

提 言 フォローアップ

１．規程・基準等の教育について

（１）長崎電気軌道株式会社は、
保安方式施行に関する作業基準
等が、適切かつ作業者の対応能
力等の実態に合ったものである

（H23.9.30）
１．（１）
①研修において、保安方式に関する教育を実施
②通票式施行マニュアルの見直しを行い、全運転関係係員に周知
③指導法施行マニュアルを作成し、研修会で教育を実施
１．（２）
① 教育 成 基づ 修 施

委員長定例記者会
見にて公表

運輸安全委員会における
公表（H25.1.23）

力等の実態に合ったものである
かどうか検証すること。

（２）関係社員に対し、教育した内
容が十分生かされるよう、適切な
教育・訓練を行い、定期的かつ継
続的に習熟度を確認すること。

令

①年間教育計画表を作成し、これに基づき研修会を実施
②研修会において、紙上試問を実施したうえで、理解度の把握及び教育内容の見直
しを実施
③研修会の中で、教育内容が身についているかどうか実演及び口頭試問にて確認
④乗務員1人につき年2回の添乗を実施し、基本運転の実施等を検証
⑤添乗チェック表を見直し、内容を理解し実行しているか確認

（３）関係社員に対し、法令、社内
規程等の意味を理解した上でそ
れらを遵守することを徹底するこ
と。

２．安全管理体制の充実及び効
果的な施策の推進について

⑤添乗チェック表を見直し、内容を理解し実行しているか確認
１．（３）
①車内にアンケート箱を設置し、お客様アンケートを実施
②研修会において、過去の事故事例を分析し、再発防止策の策定等事故を教訓とし
た教育を実施
③施設改善に伴う運転取扱の変更に関し、個人形式教育を実施のうえ、理解度を確
認

果的な施策の推進に て

（１）現行の安全管理の各施策に
ついて、その効果について検証し、
形骸化している体制や施策につ
いては廃止又は見直しを行うこと。

（２）本社主導の安全管理体制を
見直し 現場が問題をなおざりに

認
２．（１）
①ヒヤリハット改善検討委員会及び事故防止委員会に現場係長や乗務員を参加させ、
現場の意見を聴取した
②形骸化していた事故撲滅委員会の内容を見直して事故防止研究会を設置し、安全
意識の向上を図った
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見直し、現場が問題をなおざりに
せず、主体的に学習し、自ら改善
する組織になるような施策を実施
すること

③閉そく区間の車両の有無を確認するため、モニターを大浦海岸通り停留所に設置
２．（２）
①2か月ごとに安全ミーティングを実施
②異常時訓練を年1回実施



２ 適時適切な情報発信

積極的な提言の発出及びフォローアップ

件名 旅客船第三あんえい号旅客負傷事故（H24.6.24発生）
旅客船第三十八あんえい号旅客負傷事故（H24.6.26発生）

概要 旅客船第三あんえい号は、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客５６人を乗せ、竹富町西表島仲間港から竹富町波照間漁港に向けて航
行中、平成２４年６月２４日（日）１２時５１分ごろ、西表島仲間港南方沖において、船体が上下に動揺した際に旅客１人が負傷した。

旅客船第三十八あんえい号は、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客６６人を乗せ、沖縄県石垣市石垣港から竹富町波照間漁港に向け
て航行中、平成２４年６月２６日（火）０９時２０分ごろ、竹富町仲間港南南西方沖において、船体が上下に動揺した際に旅客１人が負傷した。

小型高速船の運航事業者に対し、荒天
時安全運航マニュアルの遵守を徹底する

国土交通大臣に対する勧告（H25.3.29）

平成25年3月29日付で「小型高速船の安全

対策の徹底について」を発出し、関係地方運

国土交通省により講じられた施策（H25.6.28通報）

委員長定例記者会見に

運輸安全委員会における公表
（H25.7.24）

提 言 フォローアップ

時安全運航マニュアルの遵守を徹底する
ことについて、改めて指導を行うこと。

特に、荒天時安全運航マニュアルの内
容に関する次の事故防止策については、
実施の徹底を図るように指導を行うこと。

対策の徹底について」を発出し、関係地方運
輸局等において、小型高速船により一般旅
客定期航路事業を営む事業者に対し、下記
の事項を実施するよう周知指導を徹底すると
ともに、平成２５年４月以降夏の多客期まで
の期間において 安全総点検等の機会を捉

委員長定例記者会見に
おいて公表

（１）旅客を比較的船体動揺の小さい後方
座席へ誘導すること。

（２）シートベルト装備船については、船内
巡視などにより、シートベルトの適切な
着 確 確 旅

の期間において、安全総点検等の機会を捉
えて訪船指導を行うことした。

荒天時安全運航マニュアルを遵守すること
特に、荒天時安全運航マニュアルの内容に

着用の確認を確実に行い、旅客のシー
トベルトの適切な着用を確保すること。

関する次の事故防止策については、実施の
徹底を図ること。

（１）旅客を比較的船体動揺の小さい後方
座席へ誘導すること。

（２）シートベルト装備船については、船内
※原因関係者に対しても勧告を発出
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（ ）シ ト ルト装備船に ては、船内
巡視などにより、シートベルトの適切な着
用の確認を確実に行い、旅客のシートベ
ルトの適切な着用を確保すること。



２ 適時適切な情報発信

積極的な提言の発出（調査段階の提言が活かされた事例）

件名 旅客船第十一天竜丸転覆事故（H23.8.17発生）

概要 旅客船第十一天竜丸は、船頭２人が乗り組み、乗客２１人を乗せ、天竜川を下流に向けて航行中、
平成２３年８月１７日（水）１４時１７分ごろ静岡県浜松市天竜区二俣の天竜川の左岸の岩場に乗り
揚げた後に転覆し、乗客４人及び船頭１人が死亡するとともに乗客５人が負傷した。

提 言 等

・全国の川下り船事業者に対し、航路における
リスクを認識し、事故のおそれのある状況に
な た場合における適切な操船方法を検討し

○国土交通大臣に対する意見（H24.4.25）

海事局では、平成24年12月21日に運輸安全委員会から事故調査報告書が公表されたこ
とを受け、平成25年2月5日に安全対策検討委員会を設置し、学識経験者、有識者、関係行
政機関等の委員により安全対策の具体的実施方法等についての検討を実施

国土交通省により講じられた措置（ H25.2～ ）

提 言 等

なった場合における適切な操船方法を検討し、
リスクを含む検討の成果を船頭や運航管理を
行う者の間で共有するよう指導すべきである。

・適切な救命設備の備付け及び救命胴衣の着
用、救命クッションの使用方法の説明等の救命

備を適 使 す 措 指

政機関等の委員により安全対策の具体的実施方法等についての検討を実施。

・検討委員会での議論及びパブリックコメントを踏まえ、平成25年4月12日に運輸安全委員
会の提言にも言及したガイドラインを策定

設備を適切に使用するための措置ついての指
導を継続すべきである。

・全国の川下り船に対し、地方運輸局等職員によるガイドラインを活用した安全指導を実施

○ 安全を確保する7つのポイント
１ 運航管理の充実
２ 船頭の操船技量と経験の充実

○報告書における再発防止策（H24.12.21）
２ 船頭の操船技量と経験の充実
３ 危険箇所の把握と情報共有
４ 捜索・救助体制の構築・整備
５ 救命胴衣の着用の徹底
６ お客様への注意事項の説明
７ 船舶検査

○報告書 おける再発防 策（ ）

・川下り船事業者は、航路におけるリスク想定
や、乗務員の操船技能の審査の定期的実施等
の安全運航の対策を行うこと

・川下り船事業者は 小人及び高齢者に対して
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７ 船舶検査

「川下り船の安全対策ガイドライン」
（H25.4.12策定）

・川下り船事業者は、小人及び高齢者に対して
救命胴衣を必ず着用させることとし、その他の
者にも救命胴衣を着用させることが望ましいこ
と



２ 適時適切な情報発信

積極的な提言の発出（調査段階の提言が活かされた事例）

件名 貨物船NIKKEI TIGER漁船堀栄丸衝突事故（H24.9.24発生）

概要 貨物船NIKKEI TIGERは、船長ほか２０人が乗り組み、鹿児島県志布志市志布志港を出港し、カナダのバンクー
バーに向けて北東進中、また、漁船堀栄丸は、船長及び漁労長ほか２０人が乗り組み、低気圧の影響を避けて南
進中、平成２４年９月２４日０１時５６分ごろ（日本時間）、宮城県石巻市金華山東方沖約９３０㎞の太平洋上におい
て、両船が衝突し、堀栄丸の乗組員１３人が死亡した。

提 言 AIS（船舶自動識別装置）

・国土交通大臣及び水産庁長官は、外洋において航行等を行う漁船
の所有者等に対し、AIS（船舶自動識別装置）の衝突防止のための有
用性の周知等AISの早期普及のための施策の検討を行うこと

国土交通大臣及び水産庁長官に対する意見（H25.10.25）

提 言 AIS（船舶自動識別装置）
画像等

船位
速力
針路
船名
船種

ジ用性の周知等AISの早期普及のための施策の検討を行うこと。

・国土交通大臣は、海運事業者に対し、航行する海域の漁船の操業状
況についての情報を、また、水産庁長官は、漁船の所有者等に対し、
事故発生状況等の情報を、運輸安全委員会の船舶事故ハザードマッ
プ等から入手し、活用するように指導すること。

ＡＩＳのイメージ

１．漁船へのAIS早期普及策等の検討
○ 関係省庁である水産庁 総務省 海上保安庁と連携を図りながら

国土交通省により講じられた施策

船舶事故ハザード
マ プの表示例

交通量

少 多

○ 関係省庁である水産庁、総務省、海上保安庁と連携を図りながら、
指摘されたAISの早期普及策等について、速やかに関係省庁検討
会を設置し、検討を進め、年度内を目途に対策の取りまとめを図る。

２．海運事業者に対する指導
○ 海事関係団体（日本船主協会、日本内航海運組合総連合会）に対

して 各事業者が 漁業情報サ ビスセンタ の日本周辺漁海況

マップの表示例

少 多

交通量の多い場所に沿って衝突事故が発生している。
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して、各事業者が、漁業情報サービスセンターの日本周辺漁海況
情報、運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ等から、船舶が
航行する海域における漁船の操業状況についての情報を入手し、
衝突事故の防止のため活用するように通達を発出し、指導を行う。



３ 被害者への配慮

被害者の思いを知るための研修

被害者等の置かれた立場や心情、被害者等が期待する事故調査及び情報提供についての理解
を深めることを目的に、事故により被害に遭われた経験を有する方を講師として招き、全職員を対象
とした研修を実施したとした研修を実施した。

実施日 平成25年9月20日
場場所 運輸安全委員会委員会室

実施日 平成２４年１２月５日

（昨年の実施例）

参加者 運輸安全委員会全職員（地方事務所にはＴＶ会議シス
テムにて配信）

講講師 美谷島邦子氏
内内容 「御巣鷹山と生きる」と題して、被害者の視点から見た事

実施日 平成２４年１２月５日

参加者 事務局全職員（地方事務所には
ＴＶ会議システムにて配信）

講師 淺野弥三一氏

故調査について講演され、被害者支援と事故調査は車の
両輪と当委員会へ期待を寄せて頂いた。

運輸安全委員会としては今後とも、被害者等の立場からのお

テーマ 「事故調査・情報と遺族」

研修
話を聞く機会や、対応実績を積み重ねることなどにより、適切な
対応についてスキルアップを図ることとしている。
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状況



４ 組織基盤の充実

計画的な研修の実施

モード
共通

マスコミから見た事故
調査の広報

9月実施 全職員

平成２５年度に実施・実施予定の主な研修 （実施例） ＪＡＬ安全啓発センタ－見学

実施日 平成２５年６月５日、１７日

共通 調査の広報

被害者・遺族と事故調
査

9月実施 全職員

国外 クランフ ルド大学 1月実施 1名

目的 事務局職員に対して、職務を遂行するため
に必要な知識を修得させ、事務能力の向上及
び職務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

参加人数 １９名

国外
研修

クランフィールド大学
（英国）事故調査基礎
研修 ［船舶］

1月実施
予定

1名

※参加者の帰国後に研修報告会を行い、研修内容を組織
内で共有・活用している

参加者の
感想など

被害者・ご遺族の方々の想いや取り組みを
理解するとともに、事故調査機関の職員とし
てどのような心持ちで業務を行うべきかを考
えさせられる研修だった。

地方
事務所
職員

航空・鉄道事故調査に
関する研修

5月実施 16名

内で共有・活用している。
（実施例） マスコミからみた事故調査の広報

実施日 平成２５年９月３日

参加者 事務局全職員（地方事務所にはＴＶ会
議システムにて配信）

向け

その他
の専門
研修

小型機シミュレータ研
修、大型飛行機研修な
ど［航空］

順次実施 延べ
7名

議システムにて配信）

講師 朝日新聞記者

車両技術、継電連動研
修など［鉄道］

延べ
10名

航海情報記録装置
（VDR）記録データ回

延べ
75名

研修
状況
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（ ）記録 回
収・解析研修、乗船研
修など［船舶］


